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第１部 特別調査委員会の発足の経緯 

 

Ⅰ 本件発覚の端緒 

 

１．令和２（２０２０）年初め、国立大学法人三重大学医学部附属病院内で臨床

麻酔科のＡ教授（以下「Ａ」という。）らによる小野薬品工業株式会社（本社 

大阪市中央区久太郎町１丁目８番２号、代表取締役社長 相良暁。以下「小

野薬品」という。）の短時間作用型β１選択的遮断剤であるオノアクトの処方

への疑問が提起され、同年３月３０日に同病院に調査委員会が設置され、同年

６月２５日には、その報告書が作成され、同年９月に、それが公表されるとと

もに、同病院が、麻酔科Ｂ准教授（以下「Ｂ」という。）を電磁的記録不正作

出などの事実で津地方検察庁に告発するに至った。 

  その捜査の中で、同年１０月、小野薬品の本社などの家宅捜索が実施され、

翌令和３（２０２１）年１月２７日には、Ａ教授が第三者供賄容疑で逮捕され

るとともに（なお、Ａ教授は、日本光電工業株式会社から自らの主催する社団

法人「ＢＡＭエンカレッジメント」へ２００万円の送金を受けたとする第三者

供賄事実で既に逮捕されており、本件は２回目の逮捕である。）、小野薬品プ

ライマリー統括部中部営業部長Ｃ（以下「Ｃ」という。）及び同部三重営業

所三重病診２課長Ｄ（以下「Ｄ」という。）の２名も贈賄容疑で逮捕された。 

 

２．そして、津地方検察庁は、令和３（２０２１）年２月１７日、Ｃ及びＤ

を贈賄事実で三重地方裁判所に公判請求した。 

   その公訴事実は、要約すれば、「Ｃ及びＤの２名が、共謀の上、平成３０

年３月２０日、国立大学法人三重大学（以下「三重大学」という。）医学部

附属病院臨床麻酔科部長（事件当時は副部長。）Ａに対し、医療用医薬品

オノアクトを積極的に使用して多数の受注ができるようにしてほしい旨の

依頼をして、三重大学名義の普通預金口座に２００万円を振り込んで同大

学に利益を得させ、もって、第三者に賄賂を供与した」というものであっ

た。 
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３．この事件の特異なところは、贈収賄事件といえば贈賄者が収賄者たる公

務員に直接金品を提供する構図が一般的であるところ、本件では金品を要

求した公務員個人に金品が提供されたのではなく第三者である大学という

法人に提供されたという点であって、本件は、本人が直接受領せず第三者

に提供させた場合であっても、時には贈収賄という犯罪になるという事例

を示す事件であり、製薬企業のＭＲにとってはこれまで考えてもみなかっ

た衝撃的な事件であったといえるであろう。 

他方、小野薬品にとっても、従来より社会貢献活動の一環として行って

きた大学の医学・薬学研究助成のための奨学寄附金につき、およそ対価性

に乏しく、大学から感謝されこそすれ、それが贈収賄という犯罪につなが

るなどというのは想定もしていなかった事態であろう。そして、また小野

薬品と同様に奨学寄附を行ってきた他の製薬企業にとっても、他人事では

済まされない衝撃的な出来事であった。 

 

４．そこで、小野薬品では、中立公正な社外の人間で構成する特別調査委員

会を設置し、事案の解明を図ることとし、当職らを外部委員として選任し

た上で、 

①本件贈賄疑惑に係る事実関係の調査 

②本件事件における問題点の分析 

③会社の奨学寄附金制度の適切な運用指針の提言 

④再発防止のための社員教育についての提言 

の４点に関する調査と提言を委嘱し、その結果を報告書にして提出するよ 

うに要請した。 

 本報告書は、これに応えるものであるが、限られた時間と調査手法の下で

調査結果をとりまとめたものであり、もとより、当委員会として新たに関係

者の法的責任を追及する目的で行ったものではない。すなわち刑事事件とは

別の視点で本件事件を俯瞰し、上記４点に関する調査と提言に必要な範囲で

事実関係を明らかにし、問題点を指摘するものである。したがって、これに関

連した提言も、当職らの協議結果に基づくものである。 
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Ⅱ 特別調査委員会による調査手続の概要 

 

１．調査実施期間 

当委員会は、令和３（２０２１）年２月８日から同年７月２６日にかけて

調査を実施した。調査の実施に当たって当委員会は、以下の期日に、合計１

３回の委員会を開催した（いずれも令和３年。）。また、正式な委員会以外

にも、委員、履行補助者との間で多数回にわたり協議・検討を行った。 

 

２月８日 ２月２２日 ３月１５日 ３月２９日 

４月１３日 ５月６日 ５月１２日 ５月２５日 

７月５日 ７月９日 ７月１２日 ７月２０日 

７月２６日 

 

 ２．実施した調査手続の概要 

⑴ 関係資料の確認・調査 

  当委員会は、小野薬品から、関係者のメール資料、本件の奨学寄附に関

する申請書等の資料、関係者が検察官の取調べ時に供述した内容について

の報告書、他大学への奨学寄附に関するメール資料、社内営業現場社員の

意識調査結果その他各種資料の提供を受け、その内容を確認・分析した。 

⑵ 関係者に対するヒアリング 

また、小野薬品の役員２名及び本件の奨学寄附金につき何らかの形で関

係した社員９名に対し、直接面談の方法により、各対象者につき１回ずつ、

合計１１回、延べ約１５時間のヒアリングを行った。 

  ⑶ もっとも、捜査機関の行う強制捜査とは異なり、収集できる資料の範囲に

は自ずと限界がある上、当の収賄者本人のＡ教授は現在も公判中であるた

め、収賄者側である大学や病院側の医師ら関係者に直接の事情聴取を行うこ

とはできず、専ら三重大学医学部附属病院の調査報告書に依拠せざるを得な

かった。その意味でも、調査資料が限定されたことを付記しておく。 
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第２部 調査結果 

 

Ⅰ 事件の背景について 

 

１．会社の組織について 

 小野薬品の組織体制・部署名は本件事件後に改編されているが、本件事

件発生当時の組織体制（別添２０１７年１１月付機構図。）によれば、営

業部門については、本社の営業本部の下に、営業戦略統括部、オンコロジ

ー統括部、プライマリー統括部があり、このうち営業戦略統括部には、営

業管理部（この下に、更に営業管理一室と営業管理二室がある。）、コマ

ーシャルエクセレンス部、新薬推進部、営業研修部が、また、プライマリ

ー統括部には、プライマリー製品企画部があり、その他、北海道・東北営

業部、首都圏営業部、関東営業部、中部営業部、関西・北陸営業部、西日

本営業部がある。 

本件の当事者の一人であるＣは平成８年の入社で、このうちの中部営

業部の部長であり、Ｄは平成１２年の入社で、中部営業部の下に８つある

営業所のうち三重営業所に所属し、Ｆ営業所長の下で三重病診二課の課

長として、三重大学医学部附属病院等を担当していた。 

 

２．収賄者について 

収賄者であるＡ教授は、防衛医科大学卒業後、国立循環器病センター

等を経て、平成２８（２０１６）年４月に、三重大学付属病院に准教授

として着任し、平成３０（２０１８）年４月に教授となった。 

同時期（すなわち、平成３０年４月）に准教授となったのがＢであり、

後に述べるとおり、Ｂ准教授は、電子カルテにオノアクトを使用したか

のように虚偽の入力をするとともに、診療報酬を詐取したとして、公電

磁記録不正記録不正作出供用事実及び詐欺の事実で公判請求され有罪判

決を受けているが、これはＡ教授の指示と意向に沿ってオノアクトの使

用実績を増やそうとした結果の犯罪であったと認められる。 
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３．奨学寄附金制度の概要 

   ⑴ 奨学寄附金制度の趣旨、目的 

 本件で問題となった奨学寄附金は、「学術研究の振興及び研究助成を

目的として行われる寄附金のうち、大学をはじめとする研究機関に対す

る教育・研究等の奨励を目的とした寄附金」1あるいは「大学において、

学術研究に要する経費など教育研究の奨励を目的とする経費に充てるべ

きものとして、学外機関（企業、個人）から受け入れる寄附金」と定義

されている。 

製薬企業における医学系の大学への奨学寄附金制度は、かつては大学

医局へ直接的な寄附がされていた時代もあったが、奨学寄附金制度を巡

る社会の状況の変化に伴って、その仕組みや方法は相当変遷してきては

いるものの、今なお必要な制度として今日に至っている。 

ちなみに、製薬企業の奨学寄附金は、一般寄附金等も含めた寄附金総

額の約７割を占めており、奨学寄附の金額と売上高との間には概ね相関

関係がある。また、内資系企業の方が、外資系企業よりも寄附金額が大

きいという傾向がある。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 ２０１５年６月研究部会誌上発表「製薬企業から研究機関への資金提供 奨学寄附金・研究者

主導臨床研究契約モデル」（「リーガルマインド 362 医薬品企業法務研究会 発行」より引用。）

（以下「契約モデル」という。）より抜粋。 

順位 製薬会社名 奨学寄附⾦額 

1 中外製薬 15 億 0824 万 0000 円 

2 アステラス製薬 13 億 5400 万 0000 円 

3 武⽥薬品⼯業 11 億 5733 万 0000 円 

4 第⼀三共 10 億 9300 万 0000 円 

5 エーザイ 10 億 5000 万 0000 円 

6 ⼤鵬薬品⼯業 10 億 3530 万 0000 円 

7 ⼩野薬品⼯業 10 億 2300 万 0000 円 
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図 ２０１７年度製薬企業奨学寄付ランキング上位１０社2 

 

本件が問題となった平成２９（２０１７）年度においても、製薬企業

による奨学寄附金額上位１０社（図のとおり）のうち、上位の製薬企業

は内資系企業で占められており、前記傾向は明らかである。なお、小野

薬品は上位１０社中７位に位置している。 

 

４．小野薬品における奨学寄附金制度 

⑴ 小野薬品の奨学寄附金の支出状況等 

平成２８（２０１６）年度から令和元（２０１９）年度の小野薬品に

おける奨学寄附金の支出金額は以下のとおりである。 

平成２８（２０１６）年度 １０億７７２７万５００円 

平成２９（２０１７）年度 １０億２３００万円 

平成３０（２０１８）年度 ９億３８５０万円 

令和元（２０１９）年度 ８億１０００万円 

このように、小野薬品では、年々減少傾向にはあるものの、毎年１０

億円近い金額を奨学寄附金として支出していた。 

⑵ 小野薬品における奨学寄附金拠出決定までの決裁ルート等（本件当時） 

①  小野薬品では、毎年、会社全体での奨学寄附金拠出のための予算

枠が決められると、プライマリー部門とオンコロジー部門とで概ね

半分ずつに振り分けられ、その後、プライマリー部門に関してはプ

ライマリー製品企画部で、オンコロジー部門に関してはオンコロジ

ー製品企画部で、具体的な奨学寄附金の拠出先の候補を絞り込むこ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 東洋経済オンライン「製薬７１社が大学に年２００億円も寄付金払う事情 製薬会社・大

学別奨学寄付金ランキングを公表」２０２０年８月５日付記事より抜粋。 

8 MSD  9 億 6912 万 0000 円 

9 ファイザー 7 億 9557 万 4590 円 

10 ノバルティスファーマ 6 億 9100 万 0000 円 
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ととなる。 

  プライマリー部門の予算枠についていえば、さらに、本社枠と支店枠

に分けられ、支店枠についてはほとんど各支店（本件当時でいうところ

の各営業部）で、拠出先候補が決められていた。なお、この拠出先候補

の絞り込みについては、年内にほぼ完了している状況であった。 

  本社営業部門では、拠出先の医師が当該地域でどの程度の影響力を持っ

ているか（例えば、同人が講演をすると言えばどのくらい人が集まるかな

ど）などが考慮されていたとされる。なお、奨学寄附金の搬出先は一覧表

にして営業本部長まで回覧されており、営業部門において管理されていた。 

② 奨学寄附金の拠出先について、本社の了承が得られると、これが営

業所に伝えられ、営業所においては、総務部での手続のために書類４

点（寄附申込書、覚書、資金提供についての情報公開同意書、研究助

成金申請書：社内では「４点セット」と呼ばれていた。以下「４点セ

ット」という。）を作成して本社営業本部へ提出し、本社の営業管理

部では担当者がこの書類を受領した後、営業管理第二室室長、営業管

理部部長、新薬推進部部長、営業戦略統括部部長、プライマリー製品

企画部部長を経て営業本部本部長のところまで回覧され、その後、こ

れが総務部へ回付されると、総務部内での審査を経て最終決定される

という仕組みであった。 

③ なお、総務部においては、営業部門から提出された奨学寄附金の申請書

に、奨学寄附金の支出先として適切であると判断できる研究目的・研究機

関であること、研究成果の報告に協力する旨を確約した施設・診療科であ

ること等がそれぞれ記載されているか内容を精査し、会社の定める奨学寄

附金の支出条件を満たす内容であることが確認できると、総務部内で稟議

起案を行い、最終決定された案件から逐次拠出していた。 

なお、総務部では、奨学寄付金を支出した施設・診療科において支出目

的にかなった研究に使用されたかを確認すべく、支出から１年を経過した

時点から、営業部門に研究成果の入手を求め、支出と成果の入手の突合を

行い、全ての奨学寄付金が支出目的にかなった研究で使用されたことを確
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認している。 

 

５．問題となった小野薬品オノアクトという製品とは 

オノアクト（一般名ランジオロール塩酸塩）は、短時間作用型β１選択

的遮断剤であり、効能・効果として、手術時あるいは手術後の循環動態監

視下における心房細動などの頻脈性不整脈に対する緊急処置などで使用さ

れるもので、不整脈を整え、心臓に働いて心拍数が増えるのをおさえ、心

臓の負担を少なくする作用があると説明されている。 

平成１４（２００２）年の発売開始以降、既に１５年以上経過し、売

上額も年間５０億円程度であり、安定した売上げがあったとは言えるも

のの、会社全体の売上額約２８００億円（平成３０（２０１８）年度）

の中では微々たるものであり、既に一部の特許も切れたこともあり、会

社としては主力製品とは位置付けられておらず、売り込みに力を入れる

ような製品ではなかった。 

 

Ⅱ 調査によって判明した本件贈賄事実の概要 

 

１．寄附に至る経緯等 

   ⑴ Ａ教授からＤへの寄附依頼 

Ｄは、病院担当課長として三重大学医学部附属病院を担当していたこ

とから、平成２８（２０１６）年４月に臨床麻酔部に赴任してきたＡ教

授（当時は准教授）とオノアクトの製品説明会等を通じて接触するよう

になり平成２９（２０１７）年１２月頃、京都支店の主催での講演会（平

成３０（２０１８）年１月１２日開催）でＡが講師となったことから、

その打合せのため同人と接触する機会が増えるようになった。 

その打合せの席などで、Ａ教授から、４月には自分が教授に昇進する

ことが確定的であること、研究費が不足していること等を聞かされてい

た。 

そして、自分はオノアクトに注目しており、その販売増加に資する意
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欲があることを聞かされるとともに、国立循環器病センター時代の後輩

の医師らを研究のため三重大学に呼び寄せる予定であるが研究費が足り

ないなどと言われ、奨学寄附金の要望を受けるようになった。 

Ｄは、これはビジネスチャンスであるとして、三重営業所所長である

であるＦ（以下「Ｆ」という。）及びＣに対し、このようなＡ教授の意

向を伝え、奨学寄附金を拠出すればオノアクトの販売実績が上がる見込

みがあることを伝えた。 

しかし、Ｃは、平成２９（２０１７）年度の奨学寄附金の枠は既に埋

まっている時期であった上（奨学寄附金の予算枠の決定プロセスやその

決定時期等について詳細は前述のとおり。）、売上実績増加の見込みの

対象が主力製品ではないオノアクトであること、翌年４月からは奨学寄

附金は、ウェブ申請による公募制が採用されることが決まっていたこと

などから、三重大学医学部への奨学寄附金の拠出は難しいと考え、Ｄら

の要望は無理であると答えていた。 

⑵ 平成２９（２０１７）年１２月末における予算余剰枠に関する募集 

①  ところが、平成２９（２０１７）年１２月末に本社で開催された全

国営業部長会議において、各営業部部長に対し「本社の寄附金の枠が

余っている。交渉できるところがあれば、上げてくれ。」という指示

があった（前述のとおり、小野薬品の社内において、奨学寄附金の予

算枠は、本社枠と支店枠があったところ、本件で余剰枠があったとさ

れたのは本社枠の方である。）。 

② 通常このような時期まで余剰枠が残っていることはなく、この指示を

聞いたＣは、あるいはＤの言う三重大学医学部への寄附金拠出も可能で

はないかと考え、平成２９（２０１７）年年末ないし翌平成３０（２０

１８）年１月頃、プライマリー製品企画部長であるＥ（以下「Ｅ」と

いう。）に対し電話あるいは面談の際に、「三重大学医学部でこうい

った話がありますが、趣旨に合致しますか。」などと、奨学寄附金拠

出の候補になり得るかを尋ねたところ、Ｅから「合致する」旨の返事

が得られた。そこで、Ｃは、更に、Ｅに対し「それであればレポート
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を送ったらいいですか。」と尋ねると、同人から「送って」との回答

を得た。 

⑶ Ｄによるレポートの作成 

①  一方、Ｄは、平成３０（２０１８）年１月１２日の前記講演会の日

までに、Ａ教授から、奨学寄附金拠出による研究資金の助成により医

局に協力してほしいこと、その見返りとしてオノアクトの処方拡大を

伝えられており、特に同日の講演会でＡ教授と接触した際、オノアク

トの処方拡大と奨学寄附金の拠出依頼を結び付けて話をされ、この件

についてのＡ教授の並々ならぬ強い意欲を感じ取った。 

② また、Ｄは、遅くとも同月１７日までに、Ａ教授から、自身は防衛

医科大学当時にもＰＧ５3を使用して小野薬品に貢献しており、「自分

は結果を出す男である」などとも聞かされていた。 

③ Ｃは、既述のとおり、オノアクトは当時主力商品ではなかったこと

から、レポートを出すことによって三重大学医学部への奨学寄附金の

拠出が小野薬品の会社全体の売上げに貢献すると見込める具体的な事

情や拠出の必要性を訴えることが必要と判断し、Ｄに対し、本社に上

げるためのレポート作成を指示した。 

④ そして、Ｄは、同日付でＣ宛て（ccＦ）に、「三重大学医学部のオノ

アクトの実績拡大の機会について」と題するレポートの初案を添付の

上で「先ほどの三重大学臨床麻酔部のレポートをお送りいたします。」

とのメールを送信した。 

同メールに添付のレポートの初案には、以下の記載がある。 

「・・・Ａ先生から「条件次第では、ＯＡを全国大学１位にしてあ

げるよ」と言っていただいています。この条件は、現在、４月から新

たに医局体制（外部から４人の麻酔科着任予定）を組むにあたり、奨

学寄附（２００万）をしてほしい、と懇願されています。Ａ先生から

は、「私は必ず結果を出す男です」との言葉を得ており、○○所長か

らも防衛医大当時のＰＧ５の爆発力を伺うと、信憑性の高いものと考

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3 ＰＧ５とは、「プロスタンディン 500」との商品を指す。 



 

14 
 

えております。以上、三重大学を大量処方先へ変革させる二度とない

チャンスと考えておりますので、なにとぞ、ご検討の程、お願い致し

ます。」 

⑤ Ｃは、このレポート初案を確認し、更に本社の納得を得やすいもの

にしようと考え、Ｄに修正を指示した。ＤはＣの指示を受け、前記の

レポートの初案に修正を加えたものを添付し、翌１８日午前８時１分

頃、Ｃ宛て（ccＦ）に、「ご指摘いただきました部分を修正しました

「三重大学臨床麻酔部のＯＡ市場拡大について」をお送りします。」

とのメールを送った。同メールに添付されたレポートには、初案の内

容に加えて、以下の内容が記載されている。 

「市場規模（月間） 

全麻酔件数 300 件 

現在実績 84 万（10‐12） 

・心臓手術（CABG・弁形成）12 件（術中 150mg・ICU3γ×3day）108

万 

・大血管・主幹手術（緊急含む）3 件（術中 150mg・ICU3γ×3day）27

万 

・食道・肺切除（2 葉以上）8 件（術中 150mg・ICU300mg）48 万 

・その他心リスク合併手術 HR↑30 件（術中 150mg）48 万 

計 223 万 

 300 万以上の実績を見込んでいます。」 

⑷ 本社からの内諾の取付け 

① Ｃは、１月１８日午前８時３分頃、Ｅら宛てに（ccＤ、Ｆ）修正後

のレポートを添付した上で、以下のメールを送信した。 

 「お疲れ様です。三重大の麻酔科次期教授から添付のファイルのよ

うな提案を受けています。過去の当社とのおつきあいから考えても今

回の次期教授からの申し入れに応える事でＯＡ実績の拡大は間違い

ないと思います。ご検討のほど何卒宜しくお願い致します。」 

②  これに対し、同日午前８時１６分頃、Ｅの部下の１人であるＧ（以
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下「Ｇ」という。）からＣ宛てに、 

 「Ｃ部長 

 ご連絡ありがとうございます。社内にて検討させていただきます。」 

との返信がなされたほか、同日午後８時４分頃、同じくＧが他のＥの

部下であるⅠ及び H（以下それぞれ「Ⅰ」、「H」という。）宛てに、 

「標記の件、担当のＤに連絡をした情報を補足させていただきます。

教授選について・・・Ａ先生の他４名の候補がたっているが、出来レ

ース的な状況である・・・奨学寄付の対応時期・着任後がベストなタ

イミングだろうと事でした 営業部対応を含めた考え・どこで対応す

るかは別として、重要な案件としてスピード感をもった対応が良いだ

ろうとの事で連絡をいただいたとのことでした。」 

と、Ａが教授になることは確実であること、重要な案件としてスピー

ド感を持った対応が良いであろうといった内容のメールが送信され

た。 

   ③ 当委員会が調査した限りでは、ＣからＥら宛てに前記メールが送信

された同月１８日以降、この件について本社側からの返信等は、上記

Ｇからのメールのみであり、果たしてＣのＥ宛ての前記メールが本社

内でどのように取り扱われたかは客観的な資料がなく判然としない。 

   ④ しかし、Ｄは、同年１月１５日から同月２１日までの三重営業所の

週報に、 

「・・・Ａ AP への関係性構築により麻酔科医局に入り込めてきた

ので、活動を継続し、OA 使用の定着を進めていく。③三重大臨床麻酔

部Ａ AP への取り組み「具体的に OA がどの症例に必要なのか積み上

げをしていこう。三重大の症例数は教える。」と相手にも本気になっ

て頂いています。・・・」 

と、Ａ教授との間でオノアクト使用の症例数などを打ち合わせる予定

であること、Ａ教授が積極的であることなどを記載している。 

⑤ これに対し、同月２０日、Ｃは、 

「Ａ准教授とのやり取り急いでください。しかし焦ってしまうと何か
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しら抜けが生じてしまうので慎重に確認を進めましょう。一方で期日

も迫ってきているので少し急ぐ必要もあります。我々が思い描いてい

る通りになりそうなのかをしっかりつかんで「事」を進めていきまし

ょう。来期の三重大の大躍進の「肝」ですので頑張りましょう！！！

RVT4もいい感じなので三重大の来期が本当に楽しみです！！！」 

と、本件についての話が順調に進んでいることを前提にした内容のコ

メントを記載している。 

   ⑥ さらに、同月２２日、Ｆもまた、 

「部長の記載通り、２ヶ月半ほどしかないので適格に打合せをして進

捗させましょう。」 

とコメントしている。 

   ⑦ さらに、同月２３日、ＤはＣ宛てに（ccＦ）、 

「・打合せ状況 昨晩、レポートの積み上げ表を改良し、具体的に擦

り合わせを行いました。５００Ｖを到達点に、「可能である」と言っ

て頂いています。・・・」とＡ教授がオノアクトの処方増加につき積

極的であり、月間５００本に到達も可能であるかのようなメールを送

信している。 

⑧ 現に、Ｄは、奨学寄附金拠出の前後の平成２９（２０１８）年２月

頃、Ａ教授との間で、三重大学医学部付属病院においてオノアクトの

処方がどの程度可能なのかを具体的に計算する「症例積み上げ表」な

る書面の作成にも及んでいた。同書面では、例えば、心臓手術１症例

において、術中と術後にオノアクトを使用したら、処方数が何バイア

ルとなるか、同手術が何件見込めるかなど、症例ごとに、処方数と症

例数を積算して算出されたオノアクトのバイアル数などが記載されて

いた。 

⑨ 以上のとおり、ＣによるＥへのレポートを添付した前記メールが送

信されたのち、Ｅのほかｃｃで宛先に入っていた H、I、Ｇ等の誰から

も、三重大学医学部への拠出を危ぶむ指摘もこれを制止するような動

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4 アルツハイマー型認知症治療薬「リバスタッチパッチ」の略。 
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きはなく、むしろ C、D らにおいては順調に拠出に向けた話が進んで

いるとの認識であった。 

⑩ 他方、Ｃは、前記のメールをＥに送った後、遅くとも同年２月１５

日までに同人に対し「メール見てもらいましたか。」と口頭で尋ねて

いる。そうしたところ、Ｅから「いいよ、あれで通して。」との回答

を得た。 

当時、奨学寄附金の拠出先候補の絞り込みを実質的に決定できたの

は、本社のプライマリー製品企画部であり、そのトップであるＥの「い

いよ」との言葉をもって、本社の了解が得られたものと理解した。 

⑪ そして、Ｄは、ＣあるいはＦより、本社から了承が得られた旨の報

告を受けた。 

⑫ このように、中部営業部のＣにおいて、本社からの了承が得られ

たと認識していたことは、その後の動きによって客観的に裏付けら

れるところである。すなわち、前述のとおり、奨学寄附金の拠出の

手続を行うのは本社総務部であり、各営業所は総務部での手続のた

めに４点セットを提出することになっていた。しかるところ、今回

の三重大学の件に関する４点セットには、中部営業部の事務局職員

が作成した「三重大学大学院研究科臨床麻酔科学 研究助成金申請

書提出の件」と題するメモ5が添付されており、同メモには、「２０

１８年１月、教授交代により〇〇先生が赴任され中部営業部Ｃから、

営業本部長、Ｅに相談させていただき急遽申請の許可を頂いており

ます」「提出の期限が切迫し恐れ入りますが、なにとぞよろしくお

願いいたします」と記載されている。現場職員である三重営業所職

員が、奨学寄附金の拠出について誰が決定権を有するかを知るはず

はなく、その内容からすれば恐らくＣが指示して書かせたものと思

われるが、それはともかく、現場では既にそれに向けて動き出して
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 同メモには、「中部営業部三重営業所 三重病診２課 Ｄ」とＤが作成したかのように記載さ

れているが、Ｄ自身の供述やヒアリング対象者が捜査機関から得た情報等によれば、別の職員

が作成したとのことである。 
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いたということがうかがえるのである。 

⑬ もっとも、Ｅらの了承の状況や態様については関係者の供述が一致

しておらず、必ずしも明確ではない部分はあるものの、以上の供述や

メモなどからすれば、少なくともＥのＣに対する口頭での了承が存在

し、そこで本社における奨学寄附金拠出候補先として実質的な決定が

なされていたと認めざるを得ない。 

⑸ Ｅの供述について 

① ところで、この点につき、Ｅは、一貫して本件についてＣから本社

の予算余剰枠からの奨学寄附金拠出の候補になり得るかどうかの相

談を受けた記憶はなく、ましてや奨学寄附金拠出の了解をした記憶

もない旨述べている。 

② なるほど、Ｃから発出されたＥ宛てのメールが開封された事実が

確認できていないため、当時、多数のメールを受信していたＥが個

々のメールの内容まで確認しなかった可能性はなくもない。また、

日常業務の中での口頭の了承であったがゆえに、記憶として鮮明に

残らなかったと善解する余地もある。さらに、奨学寄附金の枠が余

っていたことから予算消化が優先であったため、ほとんど検討する

ことなくＣの本件オノアクトに関する奨学寄附金拠出の依頼に応じ

たのではないかとみる余地もある。 

  しかしながら、ＣからＥを宛名の筆頭とする前記メールが送信さ

れ、Ｅの部下のＧがこれを確認してＣに返信しているという事実が

ある。しかも後に述べる奨学寄附金の拠出につきＥらの事前承諾ま

で経たことを前提に現場の中部営業部が行動している状況からすれ

ば、候補先の絞り込みを実質的に決定するＥにおいて、当該メール

を確認したか否かにかかわらず、拠出を了承していたことは疑う余

地はないであろう。 

⑹ 拠出に至るまでの手続等 

① Ｄは、同年２月１５日までには、ＣあるいはＦより、本件の奨学寄

附金拠出が正式に決まった旨知らされていたので、具体的に拠出に向
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けて手続を進めることとし、本社へ提出するため、４点セットの作成

を始め、同月２０日付けで、施設名「三重大学大学院医学系研究科」、

「代表者名○○先生」（Ａ教授の前任者である。）、研究グループ名

「臨床麻酔科科学」、研究テーマ「モーション解析による気管挿管技

術の上達プロセス初期の客観的評価」などとし、金額を２００万円と

する研究助成金申請書を作成した。 

  同申請書にはＤの押印のほか、Ｆ、中部営業部戦略推進部長、Ｃの

押印がなされ、必要書類と共に本社に提出された。 

  この４点セットがいつ誰の回覧を経たかは、回覧印が押印されるな

どした書面が一部しか残されておらず、客観的な書面上、必ずしも明

らかでない。 

② この４点セットのうち、研究助成金申請書については、総務部総務

一課員、その他総務部職員２名、総務部長の押印がなされており、４

点セットが総務部に回付された後に作成される稟議書については、平

成３０（２０１８）年２月２３日付で前記総務部総務一課員により起

案されており、決裁欄には、前記総務部職員３名、総務部長のほか、

経営管理本部本部長の印が押印されているが、書面上明らかな回覧・

決裁者についての情報はこれのみである。 

③ この点について、当委員会におけるヒアリングにより、実際はこの  

４点セットはクリアファイルに入れられて本社営業部門で回覧され、

同クリアファイルに貼付された押印枠のあるメモに各回覧者が押印し

ていたことが判明した。 

④ そこで、当委員会が小野薬品に確認したところ、当時は、本社営業

戦略統括部営業管理部営業管理二室員が４点セットの本社受付窓口と

してこれを受領し、その後、同室長、本社営業戦略統括部新薬推進部

長、本社営業戦略統括部長、プライマリー製品企画部長、そして営業

本部長に回覧され、各々による押印がなされたと思われるとのことで

あった。なお、それら回覧印が押印されたメモは既に処分され、保管

されていなかった。 
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  以上のとおり、本件の４点セットは、本社営業部門の者により回覧

・押印された後、最終的に営業本部長の回覧・押印を経て、総務部に

回付された。 

  そして、総務部においては、既に営業部門における回覧がなされ、

営業部門において候補先を絞り込んだ結果であるとの認識のもとに所

定の審査を行った上で手続が進められた。 

  その結果、本件の４点セットは同月２３日に総務部において受け付

けられた後、同月２６日までには総務部での決裁が下り、同年３月２

０日には、国立大学法人三重大学名義の普通預金口座に奨学寄附金と

して２００万円が振り込まれた。 

 

２．本件奨学寄附がオノアクトの売上に及ぼした影響等 

⑴ A 教授は、平成３０（２０１８）年３月２２日、臨床麻酔部のスタ

ッフに対し、次のような内容のメールを送信している。 

・  小野が３月に２００万いれてくれることになった。 

・  なんとか小野にはうちの主力になってもらいたいので、オノアクト

使用量全国トップを目指したい。 

・  ちょっと資料添付するよ。三重大の症例数から考えた予想。 

・  ４月からは、全身麻酔症例で、抜管時頻脈予防・治療で５０㎎１Ａ

を基本に（使わなくとも）目立たないように、増やしていきたい。  

最終的には上室性不整脈予防と心筋虚血予防ってことで、ＩＣＵ症例

でぶん回したい 

・  担当症例で、考慮してくれ。 

・  以上は公には話しづらいんで。とにかく研究でのし上がりたいの

で、背景を理解してうまくやってくれ。 

⑵ そして、このメールに添付された資料は、Ｄが部内用に作成したもの

であり、オノアクトの使用量の全国トップが長崎大学であり、そこでの

使用量が月間８００バイアルであること、三重大学医学部の使用量が月

間８０バイアルであること、三重大学医学部における目標使用量が５０
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０バイアルであること、その目標使用量の達成までの経時的な目標値を

示すグラフなどが示されている。この資料は、Ａ教授の要望により、Ｄ

がデータ提供をしたものであった。 

⑶ このようなＡ教授の指示の結果と思われるが、Ｂ准教授は、同年４月

頃から、自らが担当する手術以外の手術において、使用するしないにか

かわらず、５０㎎バイアルのオノアクトを溶解して準備するなどの工作

をするようになり、さらに、同年１０月頃からは、１５０㎎バイアルの

オノアクトも溶解して準備するなどしていた。しかも、その多くが廃棄

されるという事態になっていた（ＤもＣもこの廃棄の事実は全く認識し

ていなかったと述べる。）。そして、Ｂ准教授は、廃棄されるオノアク

トが使用されたかのよう見せかけるため、電子カルテの使用履歴に虚偽

の入力をするようになった。これらの虚偽入力は、当初は、手術室の端

末からの虚偽入力であったが、令和元（２０１９）年５月頃からは、臨

床麻酔部の医師控室にある端末から行っていた。 

⑷ 三重大学医学部附属病院に対するオノアクトの売上金額（月額）を見

ても、平成２９（２０１７）年上期が４４万円、同年下期６５万円であ

ったものが、翌平成３０（２０１８）年上期１０６万円、同年下期１３

９万円、令和元（２０１９）年上期２４７万円、同年下期２４８万円と、

急激に増加し、問題が浮上した令和２（２０２０）年上期には４１万円

と激減している（ただし、使用量が日本一になった事実はない。）。も

っとも、増加分のかなりの部分はＢ准教授による未使用分の廃棄が占め

ていると思われる。 

  このことから、本件の奨学寄附金拠出の見返りとして、Ａ教授やＢ准

教授らが不正手段を使ってまでオノアクトの売上げ増に協力し、その結

果三重大学医学部におけるオノアクトの処方量及び売上金額の増大に

つながっていったことが見て取れる。 

 

３．当事者の刑事判決等 

⑴ 当事者の刑事判決 
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津地方裁判所は、令和３（２０２１）年６月２９日、Ｄ及びＣに対す

る本件贈賄被告事件について、公訴事実どおり、「オノアクトを積極的

に使用して前記小野薬品工業株式会社においてオノアクトを多数受注で

きるようにしてほしい旨の請託に関する依頼の趣旨で、…国立大学法人

三重大学名義の普通預金口座に現金２００万円を振込入金させて同大学

に同額の利益を得させた」との贈賄事実を認定するとともに、両名に等

しく、懲役８月、執行猶予３年の有罪判決を宣告した（求刑は、Ｃが懲

役１年、Ｄが懲役１０月）。 

ちなみにカルテを改ざんし、不正請求までしたＢ准教授に対して、津

地方裁判所は４月２２日、公電磁的記録不正作出・不正作出公電磁的記

録供用及び詐欺の罪で懲役２年６月執行猶予４年の有罪判決を宣告して

いる。 

 

Ⅲ 本件事案から当委員会が認識した問題点 

 

 １．本件事実関係から見えてくる奨学寄附金を介してのＭＲと大学病院との関係

について 

⑴ 本件の特異な点は、医師側がカルテを改ざんするなどという非常識という

ほかない不正かつ違法行為を行い、これが発覚の端緒になったという事実で

ある。ＤやＣは、納品したオノアクトが廃棄されたり、カルテが改ざんされた

事実など一切知らされておらず、その事実を聞いたときには衝撃を受けたと

供述しており、その供述は正に真実であろう。 

  ＤらＭＲの多くは、医師側の約束は必ずしも実行されるとは限らないとい

うことを経験しており、Ａ教授やＢ准教授らが、いかなる意図でかかる行為

にまで及んだかはつまびらかではないが、ＤやＣにしてみれば、「日本一を目

指そう」「月間５００本を達成する」というような約束を果たすために、カル

テの改ざんまでするなどというのは思いも寄らなかったことであろう。そこ

までして売上げを増やして欲しいと頼んだ覚えはないというのが、彼らの正

直な思いであろう。その意味では、Ａ教授らの不正行為がなければ、事件も発
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覚せず彼らは罪に問われることもなかったともいえるのであって、ある面で

は彼らはＡ教授らの暴走に巻き込まれた犠牲者という面もないではない。 

しかしながら、このようなＡ教授らの非常識な行為があったにせよ、そし

てまたＡ教授から執拗に奨学寄附金の要請があったとしても、売上げ増加を見

込んで寄附金提供に動いた彼らの行為が正当化されるものではない。 

本件事案の原因を究明するにあたっては、Ａ教授らの個性や異常な行動に

目を奪われることなく、その背後にある奨学寄附金を期待する大学側とそれに

対して営業活動を行わざるを得ないＭＲ側の間に横たわる問題点を指摘しよ

うとするものである。 

⑵ 刑法上、第三者収賄の成立の要件には、請託の事実が必要とされるところ、

この請託とは、「職務に関し一定の行為を行うことを依頼すること」と解さ

れ、また、「請託の対象となる職務行為はある程度具体的なものでなければ

ならない」ともされているが、一方、黙示の依頼、暗黙の承諾でもよいとも

解釈されている。 

つまり、請託の有無の評価や解釈も相当に幅が広い側面があり、実際に請

託に至ったかどうかの判断は極めて微妙である。後にも検討するが、ＭＲ側

が製薬企業の営業員として業績の向上を常に意識して医師側と対応せざる

を得ない立場にある以上、奨学寄附金の提供に関しての医師とのやり取りに

は、常に請託と評価される危険が潜んでいると言わざるを得ないのである。 

もちろん、本件は、具体的なオノアクトの購入約束がやや極端な形でなさ

れており、その点で第三者収賄罪の成立に疑う余地はないが、多くの奨学寄

附金に関するやり取りは、このような具体的な約束・請託に至らない態様で

行われてきたのではなかろうかと推察される（関係者によれば、当該病院の

薬品の購入数を高めるのではなく、影響力のある医師との友好を図り、その

講演会などを通じて、地域の病院への使用の浸透を図り、結果として業績向

上につながることを目指すなどが正当な例示として挙げられている。）。 

  ⑶ 小野薬品のＭＲ達には、取引誘引のための奨学寄附金の提供が禁止されてい

ることは一定程度周知されているものの、現実の医師との間でどのようなやり

取りがあれば、取引誘引に当たるのか、更に進んで、それが刑法上にいう請託
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があったことになるのかどうか、判断がつきかねる者は少なくないであろう。

とりわけ、本件のＡ教授のように極めてアグレッシブな性格で、露骨に奨学寄

附金の拠出の要望と見返りを明確に示してくるような医師達に対し、果たして

どういう対応をすればＭＲとしてベストの対応なのか、突き詰めて考えれば、

相当に微妙な側面があることは事実である。 

今回ヒアリングを行った会社側の関係者の中でも、この点の認識には幅があ

り、本件のような目標金額を出して奨学寄附金の申込みをするレポートは直ち

に撤回させるべきであったと断じる者もいる一方、ＣやＤのように、自分らの

行為がコンプライアンス違反であり、まして第三者供賄というような犯罪行為

に該当するなどとは思いもよらず、むしろ、通常のＭＲ活動だと思ってレポー

トを作成していた者もいるのである。その意味では、本件はＭＲにとってはま

さにグレーゾーンの中で起きた事件であると言っても過言ではない。 

⑷ 一方でＤ及びＣはＡ教授の要請を受けたにもかかわらず、彼が主宰するＢ

ＡＭエンカレッジメントなる財団への寄附についてはコンプライアンス違

反に当たるとして明確に断っている。したがって、Ｄらの頭の中ではＢＡＭ

エンカレッジメントへの拠出は許されないが、三重大学医学部への拠出は全

く問題にならないと考えていた節がある。このことはＤらにおいてもコンプ

ライアンスの意識は持ち合わせているものの、本件のようなグレーゾーンの

場面における判断において、それが十分機能しなかったということであろう。 

この事件はこの奨学寄附金と取引誘引との微妙な関係にある小野薬品だ

けで解決すべき問題ではなく、業界全体として、検討すべき課題でもあるこ

とを浮き彫りにしたといえる事件であろう。 

 ⑸ そこで当調査委員会は、彼らがなぜこのような事件を起こしてしまったの

かという営業部門サイドの問題点と、このような営業部門の暴走をなぜ総務

部門が止められなかったのかという総務部門サイドの問題点について検討

していくこととする。 
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Ⅳ 奨学寄附金制度の問題点とこれをめぐる製薬業界の動向 

 

１．奨学寄附金の存在意義 

⑴ 奨学寄附金の趣旨・目的は、既述のとおりであるが、この奨学寄附金

は、受け入れる研究機関にとっては、課税対象とならないほか、国庫か

らの支出などと違った歳入歳出外の費用として、柔軟な使用が可能であ

り、研究の技術や秘書の人件費などにも支出できるなど自由度が高く、

極めて使い勝手の良い有用な費用とされているようである。 

  すなわち、後述の医薬品企業法務研究会経済法研究部会（２０１５年

６月紙上発表）によれば、奨学寄附金はテクニシャンや秘書の人件費や

医局運営費などの一般管理費に多く支出されていることが分かるが、こ

れらの費用は国庫金からは支出することができないため、奨学寄附金か

ら支出しているということである。しかも、奨学寄附金は、単年度予算

を消化するという縛りがないため、研究機関にとってはより利便性の高

い使い方ができ、研究機関の運営、研究の実施のためには重要な存在で

ある。近時、奨学寄附金は減少傾向にあるものの、なお研究機関が奨学

寄附金に依存している割合は大きく、これに代わるインフラが整わない

状況で、奨学寄附金が大きく減少することは医学・薬学研究に支障をき

たすと言われている。 

  他方、拠出する製薬企業側にとっても、寄附金拠出は社会貢献活動の

一環である上、一定程度税金の損金算入が認められており、とりわけ国

立大学への寄附金については全額の損金算入が認められるなど税務上の

メリットもあるのである。 

⑵ ちなみに、大学における奨学寄附金の運用実態等に関しては、平成２   

４（２０１２）年当時、医学部を有する大学等８６機関を対象とするア

ンケートが実施されており、その結果によると、研究費のうち、科学研

究費補助金等の公的資金が占める割合が５１％、民間企業からの資金が

占める割合が４９％であり、そのうち、共同研究が１１％、受託研究が

２１％、臨床研究が２１％、臨床研究が４％、奨学寄附金が６４％を占
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めていたということであって（「契約モデル」より抜粋。）、大学の学

術研究活動において奨学寄附金が大きな役割を果たしていることは明ら

かである。 

⑶ 製薬企業が拠出する奨学寄附金は、かねてより企業の社会貢献の一環

として行われてきたものであるが、従前の奨学寄附金の中には、共同研

究や受託研究のような自社医薬品の研究のために拠出されているような

事例や、奨学寄附金が自社製品の購入の見返りとなっている事例も少な

からず存在した。 

  しかし、次に述べるノバルティスファーマ社のいわゆるディオバン事

件を機に、奨学寄附金制度についての透明性確保を求める提言等がなさ

れ、これにより製薬業界においても奨学寄附金制度の運用方法が見直さ

れるようになった。 

 

２．平成２６年のディオバン事件を契機とした奨学寄附金制度をめぐる問題

提起と業界の動向 

⑴ ノバルティスファーマ社のディオバン事件 

ディオバン事件とは、平成２６（２０１４）年夏、ノバルティスファ

ーマ社の高血圧症治療薬ディオバン（一般名：バルサンタン、以下「デ

ィオバン」という。）に係る臨床研究論文について試験データの不正操

作疑惑が浮上し、試験データの作成に関与した同社元社員が薬事法違反

で逮捕され、臨床研究における試験結果の信頼性や研究者の利益相反行

為等の観点から社会問題化した事件である。 

元社員が逮捕されたのは平成２６（２０１４）年夏のことであるが、

ディオバンに関する臨床研究論文における試験データについては、平成

１９（２００７）年の臨床研究論文発表当時から、多方面から疑惑の目

が向けられており、平成２７（２０１３）年には論文撤回に至る事態へ

と発展していった。 

⑵ ディオバン事件を契機とした業界の動向等 

① 平成２６年の「高血圧症治療薬の臨床研究事案を踏まえた対応及び
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再発防止策について（報告書）」の発出 

(a) 厚生労働省は、ディオバン事件が社会問題化した状況を踏まえ、

文部科学省とも協力の上、ディオバン事件の事実関係を可能な限り

明らかにするとともに、その再発防止策について検討することとし、

平成２５年（２０１３）８月、厚生労働大臣の下に「高血圧症治療

薬の臨床研究事案に関する検討委員会」を設置し、同検討会は、平

成２６（２０１４）年４月１１日付で「高血圧症治療薬の臨床研究

事案を踏まえた対応及び再発防止策について（報告書）」と題する

報告書を作成した（以下「検討委員会報告書」という。）。 

(b) 検討委員会報告書には、「利益相反管理上の問題点」として、奨

学寄附金に関して、以下のような記述がある。 

ノバルティス社は奨学寄附金が今回の研究事案の支援に用いられ

ることを意図及び期待していたとも述べている。このような意図等

をもって提供された資金は、事実上、ノバルティス社が今般の事案

に係る臨床研究のスポンサーとしての役割を果たしており、これは

学術研究や教育の充実・発展という奨学寄附金本来の趣旨と異なる。

（中略）ノバルティス社からの長期間にわたる多額の資金提供及び

労務提供は、営業を含めた業務の一環として行われたものと考えら

れる。いずれにせよ、製薬企業から大学への資金提供及び大学側研

究者への労務や専門的知識の提供について透明性が確保されていな

い。また、社員に対するマネージメント及び部門間の情報共有・連

携が不十分であるなど、全体として社内のガバナンスが適切に機能

していないと思われた。 

以上のとおり、同報告書では、奨学寄附金制度の本来の趣旨・目

的とは異なる運用の仕方を問題視し、その不透明さを指摘している。 

(c)  そして、同報告書では、「研究支援に係る製薬企業の透明性確保」 

として、その透明性確保のための基準について、以下のように述べて

いる。 

製薬企業は奨学寄附金等の資金提供及び労務提供・専門的知識提供
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（以下「労務提供等」という。）を行う場合、透明性確保の観点から

以下の諸点について対応すべきである。 

(ア)．医療用医薬品の取引に付随する寄附についての考え方を定めた

「医療用医薬品製造販売業公正競争規約に基づく「寄附に関する基

準」（医療用医薬品製造販売業公正取引協議会、平成１０年１月２

０日公正取引委員会届出、平成２６年１月２８日公正取引委員会・

消費者庁長官改訂版届出）」を遵守すること。 

(イ)．日本製薬工業協会が公表した「企業活動と医療機関等の関係の透

明性ガイドライン（２０１１年１月策定・２０１３年３月改訂）」

を早急に実施し、奨学寄附金を含めた学術研究助成費等の個別状況

を公開すること。また、同ガイドラインにおいては、製薬企業の労

務提供等に関する事項が含まれていないことから、これらに関する

行動指針を策定し、透明性を図ること。 

(ウ)．臨床研究の実施機関に対して資金提供を実施する場合、可能な限

り委託契約に基づく資金提供を検討すること。奨学寄附金を寄付す

る場合には、学術研究や教育の充実発展との本来の趣旨に沿うよう、

講座単位ではなく、可能な限り学部単位または大学単位で行うこと。 

(エ)．奨学寄附金等の資金提供または労務提供等に当たっては、営業部

門から独立した組織により、利益相反上の問題がないかについて十

分確認の上、決定すること。また、奨学寄付を行うに至った経緯な

ど、企画立案から意思決定に至るまでの記録を作成し、保管するこ

と。 

以上のとおり、検討委員会報告書は、ディオバン事件により明らか

となった奨学寄附金制度の運用の在り方について問題提起をした上、

透明性確保のための一定の基準を示したものといえる。 

しかしながら、このディオバン事件は、基本的には、自社の製品の

研究のために奨学寄附金を提供する態様の事件であったため、本件の

ような自社製品の売上向上と奨学寄附金の関係という最も単純で本質

的な問題、そして、それが刑法犯罪（第三者収賄の成否に至る）にな
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り得るという問題を直接的に意識したものではなかった。そのため、

本質的な問題がなお伏在したまま今日まで来てしまったと言えなくも

ない。 

② 平成２６年「製薬企業による臨床研究支援の在り方に関する基本的

考え方」（製薬協発第２４１号）の発出 

(a) 日本製薬工業協会は、検討委員会報告書が取りまとめられた検討

の過程において、製薬企業に対しても今後の臨床研究支援の在り方

に関し指摘や要請が行われていることを受け、平成２６（２０１４）

年４月２２日、同協会としての考え方をまとめた「製薬企業による

臨床研究支援の在り方に関する基本的考え方について」（製薬協発

第２４１号）（以下「基本的考え方」という。）を発出した。 

    この「基本的考え方」では、「３．奨学寄附金の提供の在り方」と

して以下のように述べられている。 

 「奨学寄附金は本来の趣旨に則り適切に提供することとし、今後

自社医薬品に関する臨床研究に対する資金提供の支援方法としては

用いないこと。 

 また、奨学寄附金提供に当たっては、社内の営業部門から独立し

た組織において利益相反を十分確認の上決定することとし、奨学寄

附の経緯等の記録を作成し、適切に保管しておくこと。 

 なお、奨学寄附金により自社医薬品に関する臨床研究が行われて

いることを知った場合は、できる限り早期に契約に切り替えること。」 

(b)  以上の記載は、それ自体は正当なものではあるが、内容は調査報

告書と同様に、ディオバン事件を意識した対応を述べているだけで、

本件のような事案が起こり得るという認識に立ったものではなく、

したがってその解決策を示すものとはなっていない。 

   なるほど、「奨学寄附金提供に当たっては、社内の営業部門から

独立した組織において利益相反を十分確認の上決定すること」とさ

れているものの、それは総務部において「自社医薬品に関する臨床

研究」に当たる場合ではないか、「利益相反にはならないか」を確
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認するチェック機能を持たせるという意味にとどまっているのであ

る。営業部門から切り離すことで第三者供賄になりかねないグレー

ゾーンの解決に資するという観点で検討されたものではないと思わ

れる（実際にも、小野薬品では、奨学寄附金の拠出先は、営業部門

とは独立した総務部門で決定する仕組みになっていたことは既述の

とおりである。）。  

③ 「寄附に関する基準」の内容 

    さらに、医薬品製造業界の自主的規制である「医療用医薬品製造販

売業公正競争規約」（医療用医薬品製造販売業公正取引協議会）の運

用基準である「寄附に関する基準」を見ておくと、 

   その「第１原則」の寄附の規約上の考え方として 

   「寄附が形式的に無償とされても、事実上、寄附の見返りとして医療

用医薬品の購入に関する有利な取扱いなどの寄附者である医療用医薬

品製造販売業者側の利益が約束されている場合…（中略）…製造販売

業者が取引への影響を考慮し応じる場合等は、取引を不当に誘引する

手段として規約で制限される」    

    とあるものの、すぐその後には 

「医療機関及び医療担当者等とは別個の団体等への寄附は、本来、規

約で制限されないが、医療担当者等で構成される団体への寄附の場合

は、要請者が医療担当者等であることから、取引付随性が否定できな

いので、医療用医薬品の取引を不当に誘引する手段となるか否かで、

その可否を判断する」 

    となっている。 

      また、第２の「医療機関等及び医療担当者等に対する寄附金」の規約部

分では、 

「製造販売業者が医療機関及び医療担当者等に対して拠出する寄附金

は医療用医薬品の取引に付随するが、医療機関等への金銭提供であっ

ても、医学・薬学等の研究、講演会等に対する援助であれば、当業界

の正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲内であり、医療用医
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薬品の取引を不当に誘引する手段には当たらず、原則として規約で制

限されない。」 

としつつ、「拠出が制限される寄附金」の一つとして 

「寄附者である製造販売業者側の利益が約束されている場合」 

が挙げられているものの、「拠出が制限されない寄附金」の項目があ

り、そこでは 

「以下の寄附金は、医療用医薬品の取引に付随するが取引を不当に誘

引する手段とはならないので規約で制限されない。ただし、前項１に

該当する場合は、規約で制限される。」 

となり、そのような拠出が制限されない寄附金として「⑴研究活動への寄

附金」が挙げられ、その一つとして「１）大学附属病院に所属する医療担

当者が関与する当該大学への学術研究目的の寄附金」が掲げられている。  

④ 以上のとおり、ディオバン事件を受けて奨学寄附金制度の不透明性

が問題視され、様々な基準が示されたが、その中で「寄附に関する基

準」では、「製薬業者側の利益が約束されている場合」取引を不当に

誘引する手段としては制限されるとしながら、「医療機関及び医療担

当者等に対して拠出する寄附金は医療用医薬品の取引に付随するが、

医療機関等への金銭提供であっても、医学・薬学等の研究、講演会等

に対する援助であれば、当業界の正常な商慣習に照らして適当と認め

られる範囲内であり、医療用医薬品の取引を不当に誘引する手段には

当たらず、原則として規約で制限されない」としている。 

そうだとすれば、取引に付随する奨学寄附金拠出は当業界の正常な

商慣習に照らして適当と認められる範囲であれば原則として制限され

ておらず、「約束」にまで至らなければ、製薬業者への見返りや利益

を期待して寄附すること自体は問題がないとされているように解釈で

きる。しかし、「約束」をしたとして制限される場合と、それに至ら

ない場合との境界は必ずしも判然とせず、これらを区別する明確な基

準が示されているとも言い難い。 

 いずれにしろ、この寄附に関する基準も、ＭＲと大学側との関係に
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つきまとうグレーゾーンを解消するに足るだけの明確な指標を示すも

のとはなっていないと言わざるを得ない。 

⑤ 製薬企業にとっては、一方で社会貢献という企業の社会的存在価値

を高める崇高な理念の実践と、他方では営利企業として少しでも売上

げを伸ばすという企業の本来的営業活動の狭間に生じている悩まし

い問題である。小野薬品のみならず製薬業界としても、この奨学寄附

金の拠出と取引誘引の妥当性をめぐる問題については、問題意識を持

ちつつも、明確な基準を見出すことに苦慮しつつ今日に至っていると

いうのが実情であろう。 

⑶ 製薬業界の動向 

① 医薬品企業法務研究会経済法研究部会は、平成２７（２０１５）年

６月、医薬品企業と研究機関との間で産学連携が進む中、平成２６（２

０１４）年来、医薬品企業による医師主導臨床研究への不適切な関与

の事例が相次いで発覚したことを受け、「製薬企業から研究機関への

資金提供 奨学寄附金・研究者主導臨床研究契約モデル」（「契約モ

デル」）を発表した。 

この中では、奨学寄附金制度がテーマとして取り上げられ、製薬企

業に対するアンケート調査が実施されていたところ、奨学寄附金の拠

出の有無について回答のあった４０社中３６社が奨学寄附金を拠出

していた。なお、他の２社も運用方法の見直し中で、見直し完了後、

実施運用を再開するとのことであった。 

また、「奨学寄附金制度の運用方法の変更は、どのような対応の実 

施・検討をしているか」との問いに対し、２９件の回答が得られ、こ

れによると、基本的考え方の実践として、審査ルートの変更が６社、

委員会制度の導入が６社、管理部門の変更は４社が対応として実施ま

たは検討しており、公募制導入については６社、契約関係への移行に

ついては４社が検討ないし導入していると回答していた。 

    ② ウェブ申請化の動き 

ＭＲを悩ます医療機関との奨学寄附金問題の解決策の一つとして、
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制度の透明性を図るなどの目的で奨学寄附金のウェブ申請化の動き

があり、これは奨学寄附金の拠出先の決定をＭＲの活動から切り離す

という大きな改善策の一つではあった。 

実際に、製薬企業においては、平成２７（２０１５）年以降、奨学

寄附金制度につき、寄附申込受付をウェブによる公募制へと変更する

動きが認められた。当委員会が把握した情報によれば、その変更時期

と変更した内資系企業は以下のとおりである。 

   平成２７（２０１５）年 武田薬品工業、アステラス製薬 

   平成２８（２０１６）年 田辺三菱製薬 

   平成２９（２０１７）年 塩野義製薬ほか４社 

   平成３０（２０１８）年 大日本住友製薬、エーザイ等 

もっとも寄附の申請をウェブで行ったとしても、それだけでは奨学

寄附金の拠出が制限されている「利益の約束」を必ず防止できるとい

うものでもない。小野薬品は本件の奨学寄附金を拠出した翌年度、す

なわち平成３０（２０１８）年度よりウェブ申請化へと変更し、同年

４月より運用を開始しているが、ウェブ申請化だけで全ての問題が解

決するわけではなく、したがって、他社よりウェブ申請化への移行に

遅れたからといって、それだけで奨学寄附金への取組がおろそかであ

ったと評価するのは早計であろう。 

 

Ⅴ 小野薬品における奨学寄附金の問題点 

 

１．本社予算枠の消化のための拠出先の募集であったこと 

本件は小野薬品における奨学寄附金拠出のための予算枠の割り振り、営

業部門における拠出先候補の絞り込みの一連の手続については、先に第２

部－Ⅰ－４．で述べたとおりである。そして、そこでも述べたとおり、奨

学寄附金の拠出は、年間計画に基づいて実施されるものであり、年内に全

てが実施されるのが通例となっている。今回のように年末近くになって余

剰枠が出ることなどは通常は考えられないことである。事実オンコロジー
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部門においては、かつてこのような事態が生じた事はないとのことであ

る。本件はプライマリー部門が本社枠の予算消化のため急遽営業部に募集

をかけたという異例の事案であって、社内的には、むしろこの時点に至っ

て余剰枠を発生させ、その消化を急いだプライマリー製品企画部の拠出計

画にも問題があったという指摘がある。 

 

  ２．総務部門における審査の内容 

総務部においては、営業部門から４点セットが回付されると、書類の不

備のほか、主に、奨学寄附金拠出の対象となる研究が自社製品に関連する

ものでないかどうかをチェックすることとされており、このチェックは拠

出可否の重要な基準であったとのことである（本件の研究助成金申請書に

も、「自社製品の臨床研究との関連性が無いことを確認済み」との押印が

なされている。）。 

もっとも、総務部に回付されてくる４点セットには、「研究助成金申請

書」や「覚書」に「研究テーマ」という項目があるが、具体的な研究内容

を記載すべき項目はなく、そのほか具体的な研究内容やその目的等を示す

資料等も提出を求められていないとのことである。例えば、本件に関する

研究助成金申請書及び覚書の研究テーマには「モーション解析による気管

挿管技術の上達プロセス初期の客観的評価」と記載されているのみであっ

た。 

総務部においては、この「研究テーマ」に記載される内容から、自社製

品との関連性の有無を判断していたとのことである（それ以上の実質的な

審査はなされていないが、多数の申請があり、特別な事情のない限り、そ

の申請内容を信じて関連性を判断するしかないであろう。）。 

また、既述のとおり、本件当時、奨学寄附金制度については、専らディ

オバン事件を契機とする制度運用の透明性が問題とされており、「寄附に

関する基準」において「寄附者である製造販売業者側の利益が約束されて

いる場合」の奨学寄附金拠出が制限されていたものの、総務部で行われる

審査では、営業部門で拠出候補先を絞り込んできた後のものであり、そこ
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で改めて「寄附に関する基準」の規制対象となっていないかといった実体

に立ち入った審査をする運用にはなっていなかったのである。 

 

３．稟議書には全ての回覧者のチェックの形跡が残されていないこと 

既述のとおり、本件についての４点セットや奨学寄附金拠出の最終決定

に関する資料であると思われる「稟議書」には、総務部の職員のほか、経

営管理本部本部長の押印が確認できるのみであり、実際に回覧されている

営業部門の回覧印が押印されるメモも残っていなかった。 

これは本件についてのみの事象ではなく、小野薬品の奨学寄附金拠出の

一般的な手続として残されていないようである。 

このように営業部門の職員が４点セットや稟議書に押印せず、また、回

覧したことを示す回覧印のメモも残されていない理由は判然としないが、

ディオバン事件の影響もあって、営業部門が表立って押印することで営業

部門の関与が強く印象付けられるのを避けるためであろうか。細かい点で

はあるが、総務部門と営業部門とで責任の分担について十分に認識されて

いるようには思えない。 

 

４．奨学寄附金の申請にあたって、ＭＲのレポートの存在とその目的 

当委員会では、本件においてＤが作成し、Ｃが本社に上げたレポートは

本件における特異なものであるのか、あるいは他の事案でも同様に作成さ

れているのか検討するため、本件以外の奨学寄附金申請時の資料の開示を

受け、検討したところ、一部のものに本件と同程度まではいかずとも、奨

学寄附金拠出を本社に依頼するに当たって有利な営業活動が見込めること

を説くものが認められた。 

 このようなレポートを作成して本社に提出する趣旨は、Ｃによれば、本

社での拠出決定を得やすいようにするためとのことである。 

 他方で本社の関係職員に聴取したところによれば、従前よりこのような

レポートを提出する必要はないと指導はしているものの、必ずしもそのよ

うな指導が全社的に徹底していたと言える状況ではないことが認められ
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た。先に述べたとおり、Ｃがレポートを添付したメールを本社に送信して

も、誰もこれを注意せず、疑問を呈する者もいなかった。 

いずれにせよ、このようなレポートが提出されるということは、現場の

ＭＲにおいては、奨学寄附金拠出の決定を得るためには、レポートによっ

て本社に営業活動にどれほど寄与するかを訴えることが重要であるという

意識が存在していたことが読み取れる。 

 

Ⅵ 本件事件後にウェブ申請化された後の実態 

  

小野薬品では、前記のとおりの奨学寄附金制度をめぐる業界全体の動向を

踏まえ、平成３０（２０１８）年度より、奨学寄附金の申請受付手続を、ウ

ェブによる公募制へと変更し、同年４月からはウェブによる申請に一本化し

ている。 

 ウェブ申請化後の手続であるが、具体的には、ウェブサイトにて寄附金の

公募を行い、ウェブサイトにて公募のあった寄附申込書を総務部において取

りまとめた後、総務部事務局が申込内容を精査することとされた。 

その際、小野薬品の製品にかかる研究、特定の医薬品に関する可能性があ

る研究、前年と同じ内容の研究や内容が具体的でない研究等については審査

除外とし、審査委員会（研究本部、開発本部、総務部の計四名で構成されて

いる。）にて、寄附の当否について検討し、支出先を決定した後、同決定を

基に総務部（事務局）が支出先を最終決定した後、寄附申込への諾否をウェ

ブサイトにて通知し、総務部にて振込み手続を開始するというものである。 

このウェブ申請化制度は、会社からの医療機関への意思表示という面も含め、

奨学寄附金の透明性確保のための一策として講じられたもののようであるが、ウ

ェブ申請化後も、ウェブ申請化前ほどではないにせよ、どこの大学に奨学寄附金

を拠出したいか、大学側からどういった要望があるかについて上司より要望を尋

ねられることはあり、営業所長や営業部長（支店長）に対し、「この大学に奨学

寄附をお願いしたい。」というように、奨学寄附金拠出に関する要望を伝えるこ

とがあったようである。三重大学医学部に対しては、ウェブ化後である平成３
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０（２０１８）年度にも奨学寄附金１５０万円が拠出されているところ、Ｄ

は、ウェブ申請化後であるが、三重大学医学部から奨学寄附金の要望がある

旨少なくともＦには報告したはずである旨述べる。 

 このように、申請手続自体はウェブによる公募制に変更したことにより、従前

より透明性が確保され、ウェブ申請化以前より営業部門の関与は少なくなったと

はいえ、実態として奨学寄附金拠出と営業部門とを完全に切り離す機能を十分に

果たせたとは言えず、現に営業部門からの要望が可能な状況であって、本件のよ

うな事案の再発防止策としてはなお不十分であろうと考える。 

 

Ⅶ 奨学寄附金に関する小野薬品の社内の認識 

 

１．本件の当事者の認識 

Ｄによれば、本件に関し、当時は、自身の行っていることについて問題

があるとの罪悪感は持っていなかったとのことである。平成２６（２０１

４）年頃からディオバン事件を契機に業界に変化の動きがあったこと自体

は認識しており、当時、奨学寄附の対象となる研究テーマが自社製品に関

連するものであれば問題であること、医師個人へ寄附金を提供することは

問題であることは十分に認識していたものの、本件については、個人では

なく国立大学への寄附であることもあり、何ら問題意識を持っていなかっ

たという。 

Ｃもまた、奨学金寄附の対象となる研究テーマが自社製品と関連しては

いけないとの認識は強く持っており、社内で強く注意喚起されていたが、

本件の三重大学医学部への寄附については何ら問題意識を持っていなかっ

た旨述べる。 

確かに、Ｄらは、Ａ教授から、同人が立ち上げた団体であるＢＡＭエン

カレッジメントへの寄附を強く依頼されたものの、これについては問題が

あるとの認識で上位者に相談し、結果これを拒絶し、寄附に至っていない。 

Ｄらによれば、大学の医局では国からの援助も減り、研究費不足が深刻

な問題であり、医師側からＭＲに対して奨学寄附金による協力が求められ
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ることは日常的と言ってもよいほどに常態化しており、寄附を断ることに

よって医師から今後の取引に消極的なことを言われたり、そもそも接触す

ら許されなくなるということさえあったということである。反面、寄附を

することによって良好な関係が構築でき、営業活動を容易に行うことがで

き、それで処方増大、売上増大につながることが期待できたということで

ある。 

このように、現場のＭＲにとっては、奨学寄附金はプラスにも働くがマ

イナスにも働き、気の重い問題であったことは事実である。 

また、Ｄによれば、メールに添付したレポートについても、その記載内

容に問題意識を全く持っておらず、平成３１（２０１９）年３月に本社営

業本部のある部長より、「レポートに関してですが状況をご報告いただく

上では必要ですが、昨今の環境から教室との関係と寄付に関しての記載は

控えられた方がよいと思います。」とのメールを受け取った際、こういっ

た内容のメールを送ってはいけないのだと初めて認識したという。 

本件ヒアリングを通じて当調査委員会は C や D らの認識を確認したが、

彼らは本件についての反省の弁を述べつつも、まさか本件が犯罪に当たる

とは思ってもいなかったことを正直に告白しており、それ故この先自分達

のような逮捕者が出る事が二度と無いようにして欲しいと述べていた。正

にその通りであろう。 

 

２．営業担当者の意識調査 

小野薬品では、令和３年２月、「患者さんとそのご家族の笑顔のために」

という本来のミッションに立ち戻り、再発防止も含めた営業体の適切な運

営の在り方を議論し、検討する目的で、営業本部全社員約１４００名を対

象とするアンケート調査を実施した。 

その内容は、①支店・営業部内での運営で、“矛盾を感じていた”ある

いは“やめるべき”と考えること、②本社の運営で、“矛盾を感じていた

”あるいは“やめるべき”と考えること、③①②と考えた運営に対しての

新たな提案、④営業体の運営上で新たに始めた方が良いと考えていること
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の４点について任意に意見を求めるものであった（メール回答方式）。 

当該意見調査は、奨学寄附金制度に絞って意見を求めたものではなかっ

たが、奨学寄附金制度に関する意見が１３件寄せられた。 

その中では、奨学寄附金制度に営業部門が関与していることに疑問を呈

し、奨学寄附金制度をやめるべきとの意見が１３件中４件見られた。 

また、そのほかの意見においても、現状の制度を見直す必要があり、営

業部門と切り離せるような代わりの制度を模索すべきであるとする意見

がほとんどであった。 

中には、奨学寄附金制度は日本の医療を支えるためのものであるから継

続すべきである、あるいは、奨学寄附金制度は医局運営に欠かせないもの

となっており、廃止することにより信頼を失いかねないといった意見もあ

った。 

 

３．本社所属の社員の認識 

他方、当委員会がヒアリングを実施した本社所属の社員によれば、奨学

寄附と処方増大とを結び付けて営業を行うのは取引誘引となり問題がある

ことは社内で共有していたとの認識であり、上記のとおり取引誘引と読め

る内容のレポートが本社に上げられた際には、問題である旨指導すること

もあったという（とはいえ、本件のように第三者供賄という犯罪に該当す

るおそれがあるとまでは認識していなかったようである。）。 

また、誰もが本件でＣが本社に上げたメールに添付されていたＤ作成の

レポートについて、あまりにその内容が直接的に奨学寄附と処方増大を結

び付けたもので問題であるとの認識を述べている。 

例年の寄附金募集において、このようなあからさまに取引誘引を示して

上申するものなどいないとのことである。今回の奨学寄附金の拠出は、偶

々発生した余剰枠の穴埋めとして、プライマリー製品企画部が急遽募集を

した予算消化のためともいうべきイレギュラーな話に主力商品ではないオ

ノアクトの売上増大につなげたいというＤらの焦りが加わって招いたもの

である。しかし、少なくとも問題があるレポートが素通りして拠出決定ま
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で進んだ点からすれば、予算消化とはいえ、本社総務部においては、書類

の記載ぶりに力点が置かれ、奨学寄附と処方増大の結び付きがないかとい

う観点からの審査がなされていなかったということである。 

 

４．小野薬品における奨学寄附金に関するコンプライアンス教育等 

ＤやＣによれば、社内でのコンプライアンス研修の機会は定期的にあっ

たが、奨学寄附金そのものに焦点を当てて取引誘引が問題になることなど

について事例を挙げての教育を受けたことはないとのことであった。もっ

とも、自社製品の研究を対象として奨学寄附金を拠出することは問題であ

るということは何度も指導・教育を受け、強く認識していたとのことであ

る。 

当委員会においても、小野薬品の過去のコンプライアンス研修の実施  

状況に関し会社より資料の開示を受けたが、医療用医薬品製造販売業公正

取引協議会が示した規約等を確認すべきであることを説いた一般論とし

ての研修等は実施されているようであるが、奨学寄附金に焦点を当てたも

のは行われていなかった。 

ディオバン事件を契機に奨学寄附金の透明性が問題となったものの、同

事件での寄附は、特に自社製品の研究に関するものであったために、「自

社製品の研究を対象として奨学寄附金を拠出してはいけない」という点が

強調され、奨学寄附金が内包している取引誘引の問題点（特に取引の約束

がなされ、拠出先が国公立大学であれば第三者供賄に該当し得る）という

点は強調されず、何となく慣習上一定程度は許されるものとして、そもそ

も強い問題意識が及んでいなかったとも思われる。 

ちなみに小野薬品ではコンプライアンスプログラムポリシーを掲げて

おり、その中では 

「寄附に関して、私たちが医療機関や大学、外部団体等に寄附や助成を行

うときは、それが違法ではないことを確認し、純粋な寄附または助成とし

て行い、相手方に見返りを要求せず、取引を誘引する手段としません。 

（解説・補足） 
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名目を偽った不正な支払いと同様に、不透明な寄附や助成も厳に慎む

べきです。寄附や助成は、相手方への一方向での金銭等の供与であって、

当該団体の独立性を尊重し、決して見返りを期待するものであってはな

りません。さらに、臨床研究法や業界自主規範に基づいて当該団体への寄

附や助成に関する情報を公開することにより、当該団体との関係の透明

性を確保しなければなりません。また、医療機関や大学、外部団体等に対

する寄附や助成が、刑法（贈収賄罪）や国家公務員倫理法その他の倫理規

定の適用を免れるために使われるおそれがある場合には、毅然として、そ

の要請を断らなければなりません。」 

 と宣言している。 

このように、贈収賄事件で二人の逮捕者を出したということだけを見

て、小野薬品のコンプライアンス意識がなかったなどと直ちに評価するの

も行き過ぎであろう。 

  既述のとおり、Ｄらは、Ａ教授からは、自らが主催するＢＡＭエンカレ

ッジメントへの寄附を相当執拗に要求されていたが、本社も含め、そのよ

うな団体への寄附は毅然として断っており（本件と関連して事件化した医

療機器製造会社の社員は、このＢＡＭエンカレッジメントに対して２００

万円を振り込んだ事実で起訴されている。）、寄附金拠出先に関する問題

に対しコンプライアンス意識を働かせている証左であろう。 

また、小野薬品では、１００万円にも達しない少額の奨学寄附金の拠出

を禁じるなどの措置をとっているが、これも、本来の研究の寄附金として

は意味のない金額の拠出を避けることを理由としており、コンプライアン

スへの配慮の一環ではあろう（大学の医師などでは、奨学寄附金を出さな

いとＭＲと面会さえ認めない医師も少なからず存在していたようであり

（Ａ教授もそのような言動があったとのことである。）、現場のＭＲとし

ては少額でも奨学寄附金が拠出できることは営業上は利便性があったよ

うである。それを否定した今回の会社の措置は、取引上の利便などの功利

よりも本来の奨学寄附金の趣旨を尊重したという意味を持つであろう。）。 

さらに、寄附金の実質的な意味を持たせる奨学寄附金にからんで売上げ
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数量などをレポートに記載することを禁じ、取引誘引への注意喚起をして

いた上司が存在していたこともコンプライアンスへの一定の配意の現れ

ではあったであろう。 

これらからしても、小野薬品がコンプライアンス上の問題にそれなりに

対応してきたと評価はできるものの、残念ながら本件の当事者には徹底さ

れずコンプライアンス意識の欠如、あるいはコンプライアンス違反につい

ての正確な知識に欠けるところがあったという外ない。 

 

  ５．関係者の責任の帰属とその軽重 

    確かに刑事事件として２名の社員が有罪の判決を受け、その他の関係

者は起訴もされないままに終わった。したがって、刑事事件としては一

つの結論が出されているが、刑事事件は個々人の犯罪を問うものであっ

て、これで本件が完結するものではなく、この問題についての会社全体

の関わり方及び関係者の責任の所在については別次元の問題であり、別

途の考察が必要である。 

ところで、本件関係者の責任を検討する上で、２つの観点から考える必

要がある。まず、贈賄事件そのものの関係者についてであって、彼らはな

ぜこういう事件を起こしてしまったのか、また、どうして途中で止められ

なかったのかが問われなければならない。事件を起こした二人については

既に刑事事件で有罪の判決を受けており、今更、こと新しく論評するまで

もないが、この二人の暴走を阻止しなかった本社サイドには責任はないの

かということである。Ｃのメールを見れば、極めて露骨に処方誘引のため

であることが記載されている。したがって、このような申請をみれば、責

任者は少なくとも申請の方法を変えるよう示唆するなどして、とがめる行

動は取るであろう。にもかかわらず、何らのリアクションもなく、漫然と

申請が決裁されているのである。一部上場企業である小野薬品においてシ

ステム上、Ｃが独断で２００万円もの寄附金を出金できるわけではない。

これを決裁した本社の決裁者も責任を問われてしかるべきではないかと考

える。当委員会としては、先にも述べたとおり、三重大学医学部への拠出
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を実質的に決定したのはＥを措いて他には存在しないと認定した。Ｅは問

題のメールを見た覚えがない、三重大学医学部への拠出を了承した覚えは

ないと述べているが、プライマリー統括部の責任者としては到底信じ難い

弁明であるし、たとえＣのメールを開封していないとしても、支店長会議

の際のやり取りまでも否定することはできないであろう。したがって、Ｅ

には三重大学医学部への奨学寄附を容認した責任者として、その責任は免

れ難いと考える。なお、Ｄの上司であるＦは、奨学寄附金について本社と

のやり取りに直接関与していないものの、営業所長として日頃からＤを指

揮監督する立場にあり、D とＣとのやり取りは、傍で見聞きしあるいは週

報で報告を受けるなどして十分認識していたはずである。Ｃが主導してい

たとはいえ、その様なやり方が適切ではないと何らかのブレーキをかける

べき立場であったのであり、やはり責任の一端は認められるべきであろ

う。 

 本件はたまたま三重大学医学部附属病院がＢ准教授らを刑事告発したこ

とにより明るみに出た事案であって、もしそれがなければ恐らく表面化し

ないままに終わったであろうと思われる。多くのＭＲは公正競争規約は意

識してはいるものの、一部の者については「約束」や過度の取引誘引に至

らなければ良いという認識があったことは否定し難いところである。つま

り、良かれ悪しかれ奨学寄附金を営業活動のツールに使っても良いあるい

は使わざるを得ないという風土がなお根強く存在したことがうかがわれる

。社員にコンプライアンス意識が十分に浸透していなかったこと、暗黙の

うちにそういう営業活動を放置してきた過去の営業本部の責任者にも一定

の責任はあると思われる。 

 

Ⅷ 奨学寄附金制度の適切な運用方針の提言 

 

１．初めに 

   そもそも、寄附とは、金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施

設などへ無償で提供することであり、見返りを求めない行為である。 
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   近時、企業のＣＳＲ活動が企業自体の評価に関わる時代となってきて

おり、その一環として寄附をする企業が増加している。もちろん、企業の

寄附のメリットとして、損金算入等の税務上のメリットがあることは既

述のとおりであるが、そのほかにも、社会やステークホルダーからの評価

や信用の向上、優秀な人材の獲得、企業価値の向上につながると言われて

おり、結果として、ＣＳＲ活動の一環としての寄附により企業にもたらさ

れるメリットは少なくないということができる。 
その中で、多くの製薬企業は、社会貢献の一環として、古くから研究機

関（大学・研究施設等）に対し、医学・薬学研究を支援するために多額の

寄附を行ってきた。とりわけ、奨学寄附金は、第２部－Ⅰ‐３．「奨学寄

附金制度の概要」、第２部－Ⅳ‐１．「奨学寄附金の存在意義」の項で述

べたとおり、研究機関にとって、極めて柔軟で使い勝手の良い財源として、

研究の維持発展のために重要視されてきた。しかも、研究費における公的

資金と民間企業からの資金の割合は、ほぼ同じという実態に鑑みても、研

究機関、医師が製薬企業に対して寄附を期待ないし依頼することは必然で

あると考えられる。 

一方、製薬企業は、営利を目的として設立された法人であり、当然、

業績を上げることが求められている。そのため、医療機関と密接な関係

にあるＭＲもまた、寄附の見返りとして、自らの営業成績を上げ、ある

いは、業務を円滑に行うために、医師との良好な人間関係を構築するこ

とを期待することは自然の流れであろう。 

したがって、奨学寄附金制度は、その性質上、そもそも取引誘引とな

る危険を孕んだものということができる。 

本件は、ＭＲが奨学寄附金に関する業務執行に関連して逮捕・起訴さ

れるという点で、製薬業界にとって衝撃的な事件であった。製薬企業の

中には、令和元（２０１９）年度末で既に奨学寄附金制度を打ち切るこ

とを決定していたアステラス製薬株式会社に加え、本件の事件後、奨学

寄附金制度の問題点が指摘されている中で、武田薬品工業株式会社など、

これまで実施していた奨学寄附金制度を打ち切ることを決定した企業も
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あり、その他の企業も運用について検討しているとのことである。 

   財務省は、令和３（２０２１）年４月１５日の財政制度等審議会財政制

度分科会において、大学への奨学寄附金について「廃止を含めあり方を見

直す」よう求め、製薬企業からの資金提供の実態について、「一層の透明

性を高める必要」があるとの考えを示している。 

   

２．当委員会の聴取対象者の意見調査 

そこで、当委員会では奨学寄附金制度の在り方、運用方針等について検

討するにあたり、日頃、医師らと面談して医薬品の情報提供などを行って

いる小野薬品のＭＲら営業担当者が、奨学寄附金についてどのように考え

ているかをヒアリング対象者全員に確認した。 

そうしたところ、前記アンケート調査と同じく、奨学寄附金制度に研究

機関と小野薬品の双方にとって一定の役割は認めながらも、仮に公募によ

るウェブ申請制度を導入し、外部の審査委員を入れた審査委員会により決

定する制度にしたとしても、営業部門と完全に切り離すのは難しいため、

廃止すべきではないかとの意見が多数あった。また、小野薬品の社員が本

件贈賄事件で逮捕・起訴されたという事柄の重大性に鑑みると、奨学寄附

金を廃止するのはやむを得ないという意見もあった。 

なお、廃止することによるデメリットとしては、研究機関については奨

学寄附金の減少による研究活動への悪影響、小野薬品については現場のＭ

Ｒが営業活動をしづらくなるおそれが考えられるという意見もあった。 

 

３．当委員会の提言 

⑴ 奨学寄附金制度は、既述のとおり、その性質上、拠出が制限される「医

療用医薬品の取引を不当に誘引する手段」となる危険を孕んだものであ

る。にもかかわらず、研究機関にとっても、また、製薬企業にとっても、

それぞれにメリットがあったことから、その仕組みや方法に変遷はある

ものの、長年に亘って一定の役割を果たしてきたという歴史がある。 

  近年、奨学寄附金の申請をウェブ化する動きが見られるものの、先に
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述べたようにそれとて営業現場と大学との接点を断ち切るものではな

いから、それだけで本件のような大学との間での「約束」あるいは「請

託」という問題を全面的に解消するものではない。また、総務部門に決

定権を委ねて営業部門の影響力を排除するシステムを構築するとして

も、総務部門の判断材料の一つとして営業成績も考慮せざるを得ないで

あろうから、社内の部門間で情報が完全に遮断できるわけではない。そ

して、何よりも優先すべきは、「これであれば取引誘引に当たらない」

という明確な基準のない中で、従来同様大学に営業活動を行うＭＲの負

担の解消を考えるべきであろう。そうだとすれば、小野薬品が自ら拠出

するという構図をなくさない限り、抜本的解決案を見出すのは困難であ

ると考える。 

  今般、奨学寄附金制度を中止した企業の中には、研究機関への奨学寄

附金を取り止めて、国立研究開発補人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）

に寄附すると発表している。 

  ＡＭＥＤとは、平成２７（２０１５）年４月、医療分野の研究開発の

基礎から実用化までの一貫した推進体制の構築、成果の円滑な実用化に

向けた体制の充実、研究開発の環境整備を総合的に行うことを目的とし

て、国が設立した内閣府所管の国立研究開発法人である。 

  ＡＭＥＤは、世界最高水準の医療の提供に資する研究開発等で健康

長寿社会の形成に資することを目的としており、この目的のもとに、医

薬品創出、医療機器開発、革新的医療技術創出、再生医療、ゲノム医療、

がん、臨床研究の拠点作り、認知症、感染症のなどのプロジェクトを行

っている。 

  確かに、奨学寄附金制度を廃止し、奨学寄附金に充てるべき資金をＡ

ＭＥＤに寄附することは、医学・薬学の研究開発という目的にかなう方

法であり、１つの選択肢としては、十分検討に値するものではあろう。 

  しかし、研究機関と製薬企業の本来あるべき姿としては、公的資金か

ら拠出される科学研究費補助金等の不足や同補助金の大学間格差等の

現状に鑑みると、研究費が比較的潤沢な医療機関への研究のみならず、
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患者のＱＯＬを向上させるための地道な研究や、研究費が乏しく高度な

医療機器や研究設備を有しない地方大学の研究に対しても、これを補完

する役割としての奨学寄附金制度が存在しても良いのではないであろ

うか。 

  もっとも、これは、従来、小野薬品が行ってきた奨学寄附金の考え方

とは幾分異なるものである。これまで、小野薬品は、業績向上のために

注力する医学・薬学分野の研究への寄附や、何らかの形で業績向上につ

なげる目的での寄附先の決定をしてきたようである。また、ＭＲが営業

のために「通行税」として、広く奨学寄附金を交付することもあったよ

うである。これらは、いずれも営利法人である企業としての立ち位置に

鑑みれば、何ら非難されることではない。しかし、本件贈賄事件の発生

を防止することができなかった小野薬品としては、本来、寄附は「見返

りを求めない無償の行為である」という原点に立ち返って、今後の奨学

寄附金の有り様を考えるべきであろう。 

  そこで、当委員会としては、自ら医学・薬学分野の学術研究の助成等

を目的する財団を設立し、当該財団に奨学寄附金の拠出に関する業務の

一切を完全に委ねるやり方が望ましいのではないかと考える。もちろん、

小野薬品としては、奨学寄附金交付の対象を広く医学・薬学研究全般と

するのではなく、自社が将来的に注力する分野の研究という絞りをかけ

るなどして、適切な設立目的と運用方針を検討すれば、従来の奨学寄附

金制度から比較的円滑に移行することは可能ではないかと考える。 

  当委員会としては、検討資料が限定されていることもあり、業界の状

況を十分知悉している訳でもないので、適正かつ的確な提言をすること

にはいささか困難を覚えるものではあるが、本件調査の結果、上記の提

言をする次第である。 

  なお、小野薬品が奨学寄附金を直接研究機関に交付しないとなれば、

短期的には、ＭＲによる営業活動にも影響が出ることが予想されるため、

これまでの営業方法そのものの見直し、ＭＲの役割の検討など抜本的な

見直しが必要となるであろう。しかし、当委員会としては、小野薬品が



 

48 
 

これを契機として、起業精神に立ち戻り、業務の在り方全般について一

から見直し、製薬企業として他社から目標とされるような企業への変革

を遂げることを期待するものである。 

⑵ いずれにしろ、二度と本件と同様の事件を引き起こさないためには、

つまり、二度とＭＲの活動が逮捕される行為となるという事態を引き起

こさせないためには、奨学寄附金とＭＲの営業活動とが完全に引き離さ

れ、寄附金の拠出の是非の判断に際し営業活動上の影響が排除されてい

ることが制度上担保されていることが必要不可欠であろう。 

  そして、それを実現するためには実際上の難点や経費等の問題もあり、

当委員会には具体的方法を述べられるだけの能力もなく、その立場にも

ないというべきであって、会社の判断に委ねるほかない。 

なお、再発防止のための社員教育の在り方についてもまた、調査と提言を

依頼された。しかし、当委員会の奨学寄附金制度の運用方針についての提言

は、小野薬品による奨学寄附金の中止を前提とするものであるから、その場

合、再発はあり得ないことになる。 

  もっとも、仮に、小野薬品が何らかの形で奨学寄附金の制度を変更して継

続しようとするのであれば、その仕組み上、同種事案再発の可能性は残存す

ることになり、再発防止のための社員教育は必須であろう。 

  なお、小野薬品が開示しているコーポレートレポートによれば、役員及び

全社員を対象として毎年相応のコンプライアンス研修を実施しているよう

である。レポートによれば、小野薬品はコンプライアンス委員会を組織して

おり、「販売情報提供活動ガイドラインに関連する研修では、実際に確認さ

れたコンプライアンス上の課題を踏まえた研修内容とし、定期的なものだけ

でなく問題があれば速やかに再発防止の研修を実施しています。その他のコ

ンプライアンステーマについてもリスクを踏まえた研修プログラムを推進

しています。」と記載されている。 
  当委員会は、その研修の中身について検討することはできていないが、企

業としては一般的かつ適切な体制が構築されていると考えられる。したがっ

て、後は「仏作って魂入れず」ということにならないように、研修内容を充
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実させることこそ肝要であろう。 

 

Ⅸ あとがき 

  

贈収賄により社員が逮捕起訴されたという事実は、小野薬品にとって大変衝撃

的な出来事であったと思われる。しかも、寄附金が収賄者本人ではなく三重大学

医学部へ拠出されたものであったから、まさかそれが贈収賄という犯罪に当たる

ことなど思いも寄らなかったであろう。小野薬品にとって大学への奨学寄附金は

これが初めてではなく、過去に数多くの実績を積み重ねてきているのである。本

件は、正に製薬企業やＭＲにとってそういう身近に犯罪の落とし穴が存在すると

いう警鐘を鳴らす事件であった。しかし、繰り返し述べてきたとおり、奨学寄附

金制度は今日の医学・薬学研究において欠かせない存在であり、これを期待する

大学側とこれに向けて営業するＭＲにとって、お互いの距離感は一義的に決めつ

けられない難問である。当委員会はこの問題を考えるにあたり判決文を精査し、

各種基準を読み込み、小野薬品とも意見交換をしたものの、こうすれは取引誘引

に当たらないという自信をもって答えられる指標は見出し得なかった。つまると

ころはグレーゾーンという表現で逃げるしかない問題という外ない。したがって、

この問題は製薬業界をあげて抜本的に制度を改革して解決するしかないのでは

ないかという結論に至った。しかし、それは当委員会に与えられた目的を超える

ものであるし、もとより我々がそれに口出しする立場にもなく能力もない。 

以上 


